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財

務

省

○
農
林
水
産
省
告
示
第
五
号

経
済
産
業
省

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
金
融

機
関
が
危
機
対
応
業
務
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
の
認
定
を
行
い
、
危
機
対
応
業
務
及
び
危
機
対
応
円
滑
化
業
務
の
実
施

財

務

省

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
た
の
で
、
平
成
二
十
三
年
四
月
農
林
水
産
省
告
示
第
四
号
の
全
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
告
示

経
済
産
業
省

す
る
。平

成
二
十
三
年
四
月
十
二
日

財
務
大
臣

野
田

佳
彦

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

経
済
産
業
大
臣

海
江
田
万
里
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目
次第

一
章

対
象
事
案
及
び
実
施
期
間
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

災
害
等
に
関
す
る
事
案
（
第
三
条
―
第
六
条
）

第
三
章

雑
則
（
第
七
条
―
第
九
条
）

第
一
章

対
象
事
案
及
び
実
施
期
間

（
対
象
と
す
べ
き
事
案
）

第
一
条

対
象
と
す
べ
き
事
案
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
の
災
害
に
関
す
る
特
別
相
談
窓
口
に
係
る
事
案
及
び
次
に

掲
げ
る
も
の

イ

「
霧
島
山
（
新
燃
岳
）
噴
火
に
関
す
る
特
別
相
談
窓
口
」
に
係
る
事
案

ロ

「
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
災
害
に
関
す
る
特
別
相
談
窓
口
」
に
係
る
事
案

二

内
外
の
金
融
秩
序
の
混
乱
又
は
大
規
模
な
災
害
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
若
し
く
は
感
染
症
等
の
例
外
的
な
経
済
情
勢
・
社
会
情

勢
等
に
該
当
す
る
状
況
に
対
し
て
、
政
府
を
挙
げ
た
対
策
が
と
ら
れ
る
事
案
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
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イ

『
「
生
活
対
策
」
中
小
企
業
金
融
緊
急
特
別
相
談
窓
口
』
に
係
る
事
案

ロ

「
建
築
関
連
中
小
企
業
者
対
策
特
別
相
談
窓
口
」
に
係
る
事
案

ハ

「
ガ
ソ
リ
ン
・
軽
油
販
売
関
連
中
小
企
業
金
融
支
援
対
策
特
別
相
談
窓
口
」
に
係
る
事
案

ニ

「
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
関
連
特
別
相
談
窓
口
」
に
係
る
事
案

ホ

「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
関
連
中
小
企
業
金
融
支
援
対
策
特
別
相
談
窓
口
」
に
係
る
事
案

ヘ

「
口
蹄
疫
に
関
す
る
中
小
企
業
支
援
対
策
特
別
相
談
窓
口
」
に
係
る
事
案

て
い

ト

「
円
高
等
対
策
特
別
相
談
窓
口
」
に
係
る
事
案

チ

「
日
本
振
興
銀
行
株
式
会
社
関
連
特
別
相
談
窓
口
」
に
係
る
事
案

リ

「
株
式
会
社
武
富
士
関
連
特
別
相
談
窓
口
」
に
係
る
事
案

ヌ

「
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
災
害
に
関
す
る
特
別
相
談
窓
口
」
に
係
る
事
案

（
実
施
期
間
）

第
二
条

実
施
期
間
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

第
二
章

災
害
等
に
係
る
事
案
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（
対
象
と
な
る
者
）

第
三
条

災
害
等
に
係
る
事
案
に
関
す
る
危
機
対
応
業
務
（
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
対
象
と
な
る
者
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一

第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
係
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者

二

第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
・
経
済
的
環
境
の
変
化
等
の
外
的
要
因
に
よ
り
、
一
時
的
に

売
上
げ
の
減
少
そ
の
他
の
業
況
の
悪
化
を
来
し
て
い
る
事
業
者
で
あ
っ
て
、
中
長
期
的
に
は
、
そ
の
業
況
が
回
復
し
、
か

つ
、
そ
の
事
業
が
発
展
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の

（
利
子
補
給
金
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）

第
四
条

利
子
補
給
金
の
支
給
（
法
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
利
子
補
給
金
の
支
給
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て

は
、
指
定
金
融
機
関
（
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
行
う
危
機
対
応
業
務
の
た
め
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

一

利
子
補
給
金
の
支
給
の
対
象
と
な
る
者
は
、
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
直
接
の
被
害
を
受
け
た
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中
小
企
業
者
等
（
法
別
表
第
一
第
十
四
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
及
び
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
施
行
令
（
平
成
二

十
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
第
四
条
第
二
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
特
別
目
的
会
社
（
資
産
の
流
動
化

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社
及
び
事
業
内
容
の
変
更
が
制

限
さ
れ
て
い
る
こ
れ
と
同
様
の
事
業
を
営
む
事
業
体
を
い
う
。
）
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、

事
業
所
又
は
主
要
な
事
業
用
資
産
に
つ
い
て
、
全
壊
、
流
失
、
半
壊
、
床
上
浸
水
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
被
害
を
受
け

た
旨
の
証
明
を
市
町
村
長
そ
の
他
相
当
な
機
関
か
ら
受
け
た
も
の
又
は
当
該
中
小
企
業
者
等
の
事
業
活
動
に
相
当
程
度
依

存
し
て
い
る
中
小
企
業
者
等
（
売
上
額
等
が
相
当
程
度
減
少
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
事
実
に
係
る
証

明
を
市
町
村
長
そ
の
他
相
当
な
機
関
か
ら
受
け
た
も
の
と
す
る
。

二

利
子
補
給
金
の
支
給
の
対
象
と
な
る
貸
付
金
の
限
度
額
は
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
（
以
下
「
公
庫
」
と
い
う

。
）
及
び
指
定
金
融
機
関
で
合
計
し
て
、
一
貸
付
先
当
た
り
貸
付
金
の
う
ち
一
千
万
円
（
組
合
に
つ
い
て
は
三
千
万
円
）

と
す
る
。

三

利
子
補
給
金
の
利
子
補
給
率
は
、
年
〇
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

四

利
子
補
給
金
の
支
給
の
対
象
と
な
る
特
定
資
金
の
貸
付
け
等
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
九
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月
十
一
日
ま
で
に
実
施
さ
れ
る
も
の
と
し
、
支
給
期
間
は
、
当
該
貸
付
け
等
の
日
か
ら
三
年
間
と
す
る
。

（
ツ
ー
ス
テ
ッ
プ
・
ロ
ー
ン
に
関
す
る
事
項
）

第
五
条

ツ
ー
ス
テ
ッ
プ
・
ロ
ー
ン
（
法
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
資
金
の
貸
付
け
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

原
資
と
す
る
特
定
資
金
の
貸
付
け
等
の
限
度
額
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

社
会
資
本
整
備
に
係
る
も
の
そ
の
他
主
務
大
臣
が
定
め
た
も
の

二

第
一
条
第
一
号
ロ
及
び
同
条
第
二
号
ヌ
に
掲
げ
る
事
案

２

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
危
機
対
応
円
滑
化
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
省
令
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
主
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
場
合
と
は
、
第
一
条
第
一
号
ロ
及
び
同
条
第
二
号
ヌ
に
掲
げ
る
事
案
に
係
る
危
機
対
応

業
務
の
対
象
と
な
る
中
堅
企
業
等
に
対
し
て
特
定
資
金
の
貸
付
け
等
を
行
う
場
合
と
す
る
。

（
損
害
担
保
取
引
に
関
す
る
事
項
）

第
六
条

損
害
担
保
取
引
（
法
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
補
て
ん
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
指
定

金
融
機
関
が
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
危
機
対
応
業
務
の
た
め
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
対
象
と
す
る
特
定
資
金
の
貸
付
け
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
限
度
額
は
、
他
の
指
定
金
融
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機
関
か
ら
調
達
す
る
資
金
を
合
計
し
て
、
既
存
貸
付
残
高
に
か
か
わ
ら
ず
一
億
五
千
万
円
（
組
合
に
つ
い
て
は
、
四
億
五

千
万
円
）
と
し
、
同
時
期
に
公
庫
が
実
施
す
る
災
害
復
旧
貸
付
け
と
同
条
件
の
貸
付
け
等
に
限
る
も
の
と
す
る
。

二

第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
対
象
と
す
る
特
定
資
金
の
貸
付
け
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
限
度
額
は
、
他
の
指
定
金
融

機
関
か
ら
調
達
す
る
資
金
を
合
計
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
し
て
四
億
八
千
万
円
（
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十

日
ま
で
は
、
七
億
二
千
万
円
と
す
る
。
）
と
し
、
同
時
期
に
公
庫
が
実
施
す
る
経
営
環
境
変
化
対
応
資
金
と
同
条
件
の
貸

付
け
等
に
限
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

雑
則

（
実
施
状
況
に
関
す
る
報
告
）

第
七
条

指
定
金
融
機
関
は
、
第
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
対
象
と
す
る
特
定
資
金
の
貸
付
け
等
に
係
る
毎
月

の
危
機
対
応
業
務
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
遅
滞
な
く
、
公
庫
を
通
じ
て
主
務
大
臣
に
報
告
す
る
も

の
と
す
る
。

一

ツ
ー
ス
テ
ッ
プ
・
ロ
ー
ン
を
原
資
と
し
た
貸
付
け
等
の
総
額
、
件
数
そ
の
他
の
事
項

二

損
害
担
保
取
引
の
対
象
と
な
っ
た
貸
付
け
等
の
総
額
、
件
数
そ
の
他
の
事
項
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三

利
子
補
給
の
対
象
と
な
っ
た
貸
付
け
等
の
総
額
、
件
数
そ
の
他
の
事
項

（
共
通
事
項
）

第
八
条

危
機
対
応
業
務
の
実
施
は
、
主
務
大
臣
か
ら
指
示
を
受
け
た
指
定
金
融
機
関
に
限
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
改
定
）

第
九
条

主
務
大
臣
は
、
第
一
条
に
掲
げ
る
各
事
案
に
つ
い
て
は
、
災
害
等
に
よ
る
被
害
の
状
況
、
企
業
の
業
況
の
改
善
の
状

況
等
を
踏
ま
え
、
半
期
ご
と
を
目
途
に
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。


